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「香川県最低賃金」を時間額８２０円に改正 

 

－令和２年１０月１日より効力発生－ 

 

香川労働局（局長 本間
ほ ん ま

 之
ゆき

輝
てる

）は、令和２年８月２１日に開催された香川地方最低賃金審

議会（会長 柴田
し ば た

潤子
じゅんこ

 氏）からの最終答申を受けて、香川県最低賃金を「時間額８２０円」

に改正決定し、令和２年９月１日付けの官報に公示しました。新しい最低賃金は、１０月１日

（木）より効力が発生します。 

香川労働局では、改正された最低賃金額の周知徹底を図るとともに、引き続き中小企業・小

規模事業場に対する支援を進めていくこととしています。 

 

＜香川県最低賃金の改正答申の概要＞ 
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香川労働局労働基準部賃金室 
賃 金 室 長  松尾 武司 

室 長 補 佐  植田 泰明 

【電話】087-811-8919 【夜間】087-811-8926 

 https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/ 

香川労働局発表 

令和２年９月２８日 

 
１ 適用する地域：香川県全域 
 

２ 適用する使用者：香川県内で事業を営む使用者 

 

３ 適用する労働者：上記の使用者に雇用される労働者 

 

４ 最 低 賃 金 額：時間額８２０円（現行 時間額８１８円） 

 

５ 効力発生の日：令和２年１０月１日 

 

https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/


＜経過＞ 

香川地方最低賃金審議会は、令和２年６月３０日に香川労働局長から諮問を受けて、

改正に係る審議を重ねてきました。 

８月５日に開かれた同審議会において、香川県最低賃金を２円引き上げて時間額８

２０円とすることが適当との答申が行われました。 

この答申に対して、８月２０日までに異議の申出がなされ、同審議会において、８

月２１日、異議の取扱いについての審議が行われ、審議の結果、８月５日付け答申ど

おり決定することが適当との結論に至り、同日、同審議会から香川労働局長へ最終答

申がなされました。 

これを受け、香川労働局長は、最終答申どおりの内容で令和２年９月１日付けの官

報に公示しました。その結果、最低賃金法第１４条第２項の規定により、官報の公示

から３０日後である令和２年１０月１日より香川県最低賃金が時間額８２０円となり

ます。 

 

＜参考＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜添付資料＞ 

 別紙１ 最低賃金制度の概要等 

別紙２ 四国各県の地域別最低賃金の推移 

別紙３ リーフレット 

     

 時間額 効力発生日 

 答申内容  ８２０円 令和 ２ 年１０月 １ 日 

 現 行（Ａ）  ８１８円 令和 元 年１０月 １ 日 

引上げ額（Ｂ）    ２円   

引上げ率 ０．２４％ ＝(Ｂ)÷(Ａ)×100  



別紙１ 

最低賃金制度の概要等 
 
１ 最低賃金制度の概要 
（１）最低賃金制度とは 
   国が法的強制力をもって賃金の最低額を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に 

支払わなければならないとする制度。 
   仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めてもそれは無効とされ、最低賃金額 

と同じ定めをしたものとみなされる。 
（２）最低賃金の種類と適用 
   最低賃金には、産業や職種にかかわりなく地域内のすべての労働者に適用される都道府

県別の「地域別最低賃金」と、例えば冷凍調理食品製造業や造船業などの特定の産業で働

く一定の労働者に適用される「特定（産業別）最低賃金」とがある。 
（３）最低賃金の決定等 

① 最低賃金は、最低賃金審議会において賃金の実態調査結果等各種統計資料などを参

考にしながら審議が行われ、 
    ㋐地域における労働者の生計費及び㋑賃金並びに㋒通常の事業の賃金支払い能力 

の３要素を考慮して決定されることとなっており、㋐を考慮するに当たっては、生活

保護に係る施策との整合性に配慮するものとされている。 
② 最低賃金審議会については、厚生労働省に中央最低賃金審議会が、都道府県労働局

に地方最低賃金審議会が置かれている。 
③ 香川地方最低賃金審議会は、公益代表委員、労働者代表委員及び使用者代表委員各

５名の合計 15 名で構成されている。 
④ 最低賃金の改正において、地方最低賃金審議会は、都道府県労働局長の諮問を受け

て調査審議し、都道府県労働局長あて答申する。都道府県労働局長は、地方最低賃金

審議会の答申を受けて最低賃金を改正決定する。 

 
２ 今回の改正決定について 

今回の改正は現行の香川県最低賃金の時間額８１８円を２円引き上げるもので、これは、

最低賃金が時間額で決まるようになった平成 14 年度以降では、平成 14 年度(０円)、平成

15～16 年度(１円)、平成 21 年度(１円)に次いで低い。平成２８年度～令和元年度は、２０

円超えで引き上げていた。 



最賃額 引上率 引上額 最賃額 引上率 最賃額 引上率 最賃額 引上率

日　   額 3,983    4.93      187 3,981    4.87      3,982    4.90      3,981    4.87      

時 間 額 499      5.05      24 498      4.84      498      4.84      498      4.84      

日　   額 4,152    4.24      169 4,151    4.27      4,152    4.27      4,150    4.25      

時 間 額 520      4.21      21 520      4.42      520      4.42      520      4.42      

日　   額 4,283    3.16      131 4,282    3.16      4,283    3.16      4,281    3.16      

時 間 額 537      3.27      17 536      3.08      536      3.08      536      3.08      

日　   額 4,388    2.45      105 4,385    2.41      4,386    2.40      4,383    2.38      

時 間 額 550      2.42      13 550      2.61      550      2.61      550      2.61      

日　   額 4,497    2.48      109 4,485    2.28      4,486    2.28      4,483    2.28      

時 間 額 565      2.73      15 563      2.36      563      2.36      562      2.18      

日　   額 4,599    2.27      102 4,581    2.14      4,582    2.14      4,578    2.12      

時 間 額 577      2.12      12 574      1.95      574      1.95      573      1.96      

日　   額 4,709    2.39      110 4,684    2.25      4,685    2.25      4,680    2.23      

時 間 額 590      2.25      13 588      2.44      588      2.44      585      2.09      

日　   額 4,802    1.97      93 4,770    1.84      4,770    1.81      4,764    1.79      

時 間 額 602      2.03      12 597      1.53      597      1.53      596      1.88      

日　   額 4,849    0.98      47 4,813    0.90      4,813    0.90      4,807    0.90      

時 間 額 608      1.00      6 602      0.84      602      0.84      601      0.84      

日　   額 4,891    0.87 42 4,852    0.81 4,852    0.81 4,845    0.79

時 間 額 613      0.82 5 607      0.83 607      0.83 606      0.83

日　 　額 4,926    0.72 35 4,885    0.68 4,885    0.68 4,878    0.68

時 間 額 618      0.81 5 611      0.66 611      0.66 610      0.66

日　　 額 廃止 　　　　－ 廃止 　　　　－ 廃止 　　　　－ 廃止 　　　　－

時 間 額 618      0.00 0 611      0.00 611      0.00 611      0.16

15 時 間 額 619      0.16 1 611      0.00 611      0.00 611      0.00

16 時 間 額 620      0.16 1 612      0.16 612      0.16 611      0.00

17 時 間 額 625      0.81 5 615      0.49 614      0.33 613      0.33

18 時 間 額 629      0.64 4 617      0.33 616      0.33 615      0.33

19 時 間 額 640      1.75 11 625      1.30 623      1.14 622      1.14

20 時 間 額 651      1.72 11 632      1.12 631      1.28 630      1.29

21 時 間 額 652      0.15 1 633      0.16 632      0.16 631      0.16

22 時 間 額 664      1.84 12 645      1.90 644      1.90 642      1.74

23 時 間 額 667      0.45 3 647      0.31 647      0.47 645      0.47

24 時 間 額 674      1.05 7 654      1.08 654      1.08 652      1.09

25 時 間 額 686      1.78 12 666      1.83 666      1.83 664      1.84

26 時 間 額 702      2.33 16 679      1.95 680      2.10 677      1.96

27 時 間 額 719      2.42 17 695      2.36 696      2.35 693      2.36

28 時 間 額 742      3.20 23 716      3.02 717      3.02 715      3.17

29 時 間 額 766      3.23 24 740      3.35 739      3.07 737      3.08

30 時 間 額 792      3.39 26 766      3.51 764      3.38 762      3.39

R元 時 間 額 818      3.28 26 793      3.52 790      3.40 790      3.67

R2 時 間 額 820      0.24 2 796      0.38 793      0.38 792      0.25
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四 国 各 県 の 地 域 別 最 低 賃 金 の 推 移
（ 平成３年度 ～ 令和２年度 ）

愛　　　媛 高　　　知徳　　　島香　　　川
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＊発効年月日は、平成４年度の徳島のみが１０月２日、その他は平成１８年度までは各県とも１０月１日である。
平成１９年度は、徳島、香川が１０月２１日、愛媛が１０月２５日、高知が１０月２６日である。
平成２０年度は、徳島が１１月７日、香川が１０月１９日、愛媛が１０月２４日、高知が１０月２６日である。
平成２１年度は、各県とも１０月１日である。
平成２２年度は、徳島、香川が１０月1６日、愛媛、高知が１０月２７日である。
平成２３年度は、徳島が１０月1５日、香川が１０月５日、愛媛が１０月２０日、高知が１０月２６日である。
平成２４年度は、徳島が１０月１９日、香川が１０月５日、愛媛が１０月２４日、高知が１０月２６日である。
平成２５年度は、徳島が１０月３０日、香川が１０月２４日、愛媛が１０月３１日、高知が１０月２６日である。
平成２６年度は、徳島、香川が１０月１日、愛媛が１０月１２日、高知が１０月２６日である。
平成２７年度は、徳島が１０月４日、香川が１０月１日、愛媛が１０月３日、高知が１０月１８日である。
平成２８年度は、徳島が１０月１日、香川が１０月１日、愛媛が１０月１日、高知が１０月１６日である。
平成２９年度は、徳島が１０月５日、香川が１０月１日、愛媛が１０月１日、高知が１０月１３日である。
平成３０年度は、徳島が１０月１日、香川が１０月１日、愛媛が１０月１日、高知が１０月５日である。
令和 元年度は、徳島が１０月１日、香川が１０月１日、愛媛が１０月１日、高知が１０月５日である。
令和  ２年度は、徳島が１０月４日、香川が１０月１日、愛媛が１０月３日、高知が１０月３日である。
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